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※この商品解説書は、商品の概要を解説したものです。

この保険の取扱いに際しては、別途新契約や保全の規定等で、取扱いの範囲や条件を必ず確認してください。
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Ⅰ．「長期傷害保険」の仕組みと特徴

１．長期傷害保険とは

不慮の事故または所定の感染症によって死亡した場合に災害死亡保険金を、高度障害状態になった場合に災害高度障害保険金を支払い、また不慮の事故によって身体に障害を受けた場合に所定の障害給付金を支払う保険です。

	保険契約の型
	保険金・給付金

	Ｉ型
	災害死亡保険金

	
	障害給付金

	Ⅱ型
	災害死亡保険金

	
	災害高度障害保険金


※実務上はⅠ型、終身・全期払のみの取扱いです。詳細は新契約取扱規定等を参照してください。

２．長期傷害保険の特徴
   契約例（Ⅰ型・終身・全期払）


                        災害死亡保険金

           

  

                                

Ⅱ．「長期傷害保険」の保障内容
１．支払事由・支払額

	保険金･給付金
	支払事由
	支払額

	災害死亡保険金
	つぎのいずれかを直接の原因として被保険者が死亡したとき

(1)責任開始期以後に発生した不慮の事故（ただし、不慮の事故が発生した日からその日を含めて180日以内の死亡に限ります。）

(2) 責任開始期以後に発病した所定の感染症（Ｐ７参照）
	災害保険金額

	障害給付金
	被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内の保険期間中に所定の身体障害（Ｐ６参照）の状態に該当したとき
	災害保険金額

×

第1級  100％

第 2 級     70％
第3級   50％


２．保険料の払込の免除

被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因とし、事故の日から180日以内に所定の障害状態（障害等級２～３級相当）に該当したときは、会社は将来に向かって次期以降の保険料の払込を免除します。

（※終身保険等と同様）

３．不慮の事故または所定の感染症以外で死亡した場合

被保険者が不慮の事故または所定の感染症以外で死亡したときは、この保険契約は消滅し、会社は責任準備金を保険契約者に支払います。（保険契約者が故意または重大な過失により被保険者を死亡させたときは、解約返戻金を保険契約者に支払います。）
    （参考：長期傷害保険の給付および取扱）

	
	①不慮の事故による
	②所定の感染症による
	①②以外による

	死亡
	災害死亡保険金を支払う

→ 消滅
	災害死亡保険金を支払う
→ 消滅
	責任準備金を支払う


→ 消滅

	第１級
	障害給付金（100%）を支払う

→ 消滅
	－
	－

	第２級
	障害給付金（70%）を支払う

→ Ｐ免
	－
	－

	第３級
	障害給付金（50%）を支払う

→ Ｐ免
	－
	－


４．保険金・給付金支払の留意点

＜１＞災害死亡保険金を支払う場合

災害死亡保険金を支払う場合に、障害給付金について同一の不慮の事故によりすでに支払った障害給付金または支払うべき障害給付金がある場合、その障害給付金額を差し引いて支払います。







＜２＞災害死亡保険金の支払による消滅

災害死亡保険金が支払われた場合には、保険契約は消滅します。

災害死亡保険金が支払われた場合には、その支払後に災害死亡保険金の支払原因となった不慮の事故と同一の不慮の事故による障害給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。

＜３＞障害給付金の支払による消滅

障害給付金の支払割合は通算して100％を限度とします。なお、障害給付金は支払割合を通算して100％に達した場合には、この保険契約は消滅します。

   
  


＜４＞所定の身体障害状態に複数該当した場合の障害給付金の支払

身体障害の状態に２種目以上該当した場合、その給付割合はそれぞれ身体障害の状態が属する等級の給付割合の合計の割合とします。ただし、同一部位に生じた２種目以上の身体障害の状態に関しては、最も上位の種目の属する等級の給付割合を支払います。





    


＜５＞すでに身体障害のあった同一部位に生じた身体障害について

すでに身体障害(責任開始期前の身体障害を含む。)のあった同一部位に生じた身体障害については、その給付割合は、新たな身体障害の状態が属する等級の給付割合からすでにあった身体障害が属する等級の給付割合を差し引いて得られる割合とします。

  



５．障害給付割合表

	等級
	 eq \o\ad(身体障害,　　　　　　　　　　　　)
	給付

割合

	第１級
	１. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
２. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
３. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
４. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
５. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
６. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
７. １上肢を手関節以上で失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
８.１上肢の用を全く永久に失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったもの
	100%

	第２級
	９. １上肢および１下肢の用を全く永久に失ったもの
10. 10手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
11．１肢に第３級の14から16までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の１肢に第３級の14から16までまたはつぎの①から⑤までのいずれかの身体障害を生じたもの
① １上肢の３大関節中の１関節の用を全く永久に失ったもの
② １下肢の３大関節中の１関節の用を全く永久に失ったもの
③ １下肢が永久に５センチ以上短縮したもの
④ １手の第１指（母指）および第２指（示指）を失ったかまたは第１指（母指）および第２指（示指）のうち少なくとも１手指を含んで３手指以上を失ったもの
⑤ １手の５手指の用を全く永久に失ったかまたは第１指（母指）および第２指（示指）を含んで３手指以上の用を全く永久に失ったもの
12.両耳の聴力を全く永久に失ったもの
	70%

	第３級
	13. １眼の視力を全く永久に失ったもの
14. １上肢を手関節以上で失ったかまたは１上肢の用もしくは１上肢の３大関節中の２関節の用を全く永久に失ったもの
15. １下肢を足関節以上で失ったかまたは１下肢の用もしくは１下肢の３大関節中の２関節の用を全く永久に失ったもの
16. １手の５手指を失ったかまたは第１指（母指）および第２指（示指）を含んで４手指を失ったもの
17. 10足指を失ったもの
18. 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
	50%


６．感染症の種類

災害死亡保険金の支払対象となる感染症とは、下表のとおりです。

契約日・更新日により取扱いが異なりますのでご注意ください。

	契約日・更新日
	平成19年4月２日以後
	平成19年4月1日以前

	定義
	約款別表に定める感染症
	感染症予防法に定める

１～３類感染症

	具体的な疾病
	コレラ
腸チフス
パラチフスＡ

細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
ペスト
ジフテリア
急性灰白髄炎<ポリオ>

ラッサ熱
クリミヤ・コンゴ出血熱
マールブルグウィルス病
エボラウィルス病

痘瘡

重症急性呼吸器症候群［SARS］

（ただし、病原体がコロナウィルス属ＳＡＲＳコロナウィルスであるものに限ります。）
	同    左

	
	対象外
	結核（2007年4月1日追加）

南米出血熱

その他、今後の法改正で追加される疾病


※契約日・更新日にかかわらず、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。）である感染症をいいます。）を原因として、令和2年2月1日以降に支払事由に該当した場合は支払対象とします。ただし、新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第６条第２項、第３項、第４項、第７項第３号または第８項の疾病に該当している間に支払事由が生じた場合に限ります。
７．免責事由

保険金・給付金の支払および保険料の払込免除の免責事由は、次のとおりです。

	① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失

② 死亡保険金受取人の故意または重大な過失（災害死亡保険金の場合）

③ 被保険者の犯罪行為または闘争行為

④ 被保険者の精神障害を原因とする事故

⑤ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故

⑥ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故

⑦ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故

⑧ 核燃料物質（使用済燃料を含む。以下同じとします。）もしくは核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故

⑨ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染

⑩ 原因の如何を問わず、頚肩腕症候群（「むちうち症」を含む。）または腰痛で他覚所見のないもの

⑪ つぎのいずれかに該当する間に生じた事故

  ア．被保険者が別表に定める運動等を行なっている間（※）

  イ．被保険者が自動車、原動機付自転車、モーターボート（水上オートバイを含みます。）、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、競争、興行（いずれもそのための練習を含みます。）または試運転（性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。）をしている間。ただし、自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行なっている間に生じた事故は除きます。

  ウ．被保険者が航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機（定期便であると不定期便であるとを問いません。）以外の航空機（グライダーおよび飛行船を除きます。）に搭乗している間（被保険者がこれらの航空機を操縦している間を含みます。）


    （※）約款別表参照

８．保険金・給付金の削減支払、保険料の払込が免除されない場合

次のいずれかにより、保険金・給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすと会社が認めたときは、保険金・給付金を削減して支払うかもしくは保険金・給付金を支払わない、または保険料の払込を免除しないことがあります。ただし、災害死亡保険金を支払わない場合には、責任準備金を保険契約者に支払います。
(1) 地震、噴火または津波

(2) 戦争その他の変乱

Ⅲ．約款上の留意事項


１．自動振替貸付

保険料が払い込まれないままで、猶予期間を経過した場合でも解約返戻金が払い込むべき保険料とその利息の合計額より多い場合には、会社が貸し付けたものとして保険料を立て替えます。この場合、契約者は会社の定める利率により利息を支払います。契約者はいつでもこの貸付金の元利金の全部または一部を返済することができます。会社が保険金等を支払う場合には、それまでに立て替えた保険料と利息を差し引きます。また、自動振替貸付が行われた場合でも、猶予期間満了日の翌日からその日を含めて３か月以内に、払済保険への変更、災害保険金額の減額または保険契約の解約の請求があったときは、自動振替貸付は行わなかったものとします。

２．契約者貸付

保険期間の途中で一時的にお金が必要になったときには、契約者はその時点での解約返戻金の７割の範囲内で貸付を受けることができます。この場合、契約者は会社の定める利率により利息を支払います。会社が保険金等を支払う場合には、それまでの貸付金と利息を差し引きます。

３．保険金・給付金等の支払期限

保険金・給付金等は請求書類が会社に到着した日の翌日から５営業日以内に支払います。

ただし、保険金・給付金等の支払に際して確認等が必要な場合、支払期限は次のとおりです。

（１）支払事由発生の有無の確認が必要な場合等　

60日

（２）上記（１）の確認を行なうために特別な照会や調査が必要な場合　

照会や調査の内容により　90日・120日・180日

４．受取人の変更

＜１＞契約者は災害死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により死亡保険金受取人を変更することができます。

＜２＞契約者は法律上有効な遺言によっても、死亡保険金受取人を変更することができます。

５．未経過保険料の返還

払込方法が年払・半年払契約の場合、保険契約が消滅（注１）したときまたは保険料の払込を要しなくなったときに、すでに払込まれた保険料（注２）のうち、保険料の払込みが不要となった日の翌日以降に対応する未経過月数分（１か月未満の端数は切り捨て）の保険料相当額を未経過保険料として返還します。

【計算式】

・年払の場合

未経過保険料＝年払保険料×未経過月数÷１２

・半年払の場合

未経過保険料＝半年払保険料×未経過月数÷６

（注１）主契約または付加されている特約の解約や減額、保険金等の支払による消滅等を含みます。

（注２）保険料の一部の払込みを要しなくなった場合は、その払込みを要しなくなった部分に限ります。

６．保険金または給付金の受取人による保険契約の存続（介入権）

＜１＞債権者等の解約について

契約者の債権者等による契約の解約は、解約の通知が会社に到着した時から１か月を経過した日に効力が発生します。






＜２＞保険金または給付金の受取人による保険契約の存続

（１）債権者等が解約の通知を行なった場合でも、解約が会社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金または給付金の受取人は契約を存続させることができます。

①　契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること

②　契約者でないこと

（２）保険金または給付金の受取人が契約を存続させるためには、解約の通知が会社に到達した時から１か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行なうことが必要です。

①　契約者の同意を得ること

②　解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額（解約返戻金相当額）を債権者等に支払うこと

③　上記②について、債権者等に支払った旨を会社に対して通知すること。（会社への通知についても期間内に行なうこと）





＜３＞解約の通知が会社に到着した時から１か月の間に災害死亡保険金、障害給付金または災害高度障害保険金の支払事由が発生した場合の取扱い

　　　　　会社が災害死亡保険金、障害給付金（その障害給付金の支払により保険契約が消滅する場合に限ります。）または災害高度障害保険金を支払うときは、その保険金額または給付金額の範囲内で、解約返戻金相当額を債権者等に支払います。

この場合、保険金または給付金の支払額から債権者等に支払う解約返戻金相当額を引いた残額があれば、その残額を災害死亡保険金、障害給付金または災害高度障害保険金の受取人に支払います。

※障害給付金の支払により保険契約が消滅しない場合には、全額を債権者ではなく障害給付金の受取人に支払います。





	債権者等に支払う金額
	障害給付金の受取人に支払う金額

	解約返戻金相当額

（障害給付金の支払額が限度）
	障害給付金の支払額から債権者等に支払った解約返戻金相当額を引いた残額


７．その他変更可否一覧

	変更内容項目
	取扱の可否

	災害保険金額の増額
	×

	災害保険金額の減額
	○

	払済保険への変更
	○

	延長保険への変更
	×

	復旧
	払済保険からの復旧
	○

	
	減額後の復旧
	×

	契約の復活
	○

(3年以内)

	保険期間の変更
	×

	保険料払込期間の変更
	×

	変換
	×


       ※取扱いの詳細は保全等の規定を参照してください。

Ⅳ．長期傷害保険の専用特約


１．長期傷害用災害入院特約

不慮の事故または所定の感染症による入院および手術を保障します。

＜１＞保障内容

     （１）支払事由、支払額

	型
	給付金
	支払事由
	支払金額

	Ⅰ型
	災害入院給付金
	被保険者がつぎの①または②の条件に該当し、かつ、③から⑤までの条件のすべてを満たす入院をしたとき

①不慮の事故を直接の原因として180日以内に開始した入院であること

②感染症を直接の原因とする入院であること

③傷害または感染症の治療を目的とすること

④別表に定める病院または診療所における入院であること

⑤同一の不慮の事故または感染症による入院日数が継続して２日以上であること
	災害入院

給付金日額

×

入院日数

	Ⅱ型
	災害入院給付金
	
	

	
	災害手術給付金
	被保険者がつぎの①または②の条件に該当し、かつ、③から⑤までの条件のすべてを満たす手術を受けたとき
①不慮の事故による傷害を直接の原因として180日以内に受けた手術であること 
②感染症を直接の原因とする手術であること

③傷害または感染症の治療を直接の目的とすること
④別表に定める病院または診療所における手術であること
⑤別表に定めるいずれかの種類の手術であること
	災害入院

給付金日額

×

10･20･40


 ※実務上はⅠ型のみの取扱いです。詳細は新契約取扱規定等を参照してください。
       （２）災害入院給付金の支払限度

            1入院の支払限度は120日、360日、1000日で通算1000日です。

           （取扱いは120日のみ）

       （３）免責事由

            主契約の免責事由と同じです。（Ｐ.8参照）
       （４）感染症

            主契約の感染症の種類と同じです。（Ｐ.7参照）
＜２＞特約消滅後入院の取扱い
被保険者が入院中につぎの事由が発生したことにより特約が消滅した場合、特約消滅後の継続入院は、有効中の入院とみなして入院給付金を支払います。

・この特約の保険期間が満了した時

・被保険者が高度障害状態に該当し、主契約が消滅した時

・主契約の障害給付金の支払割合が100％に達したことにより、主契約が消滅した時
            （第1級）災害保険金額 × １００％


 障害給付金 （第2級）災害保険金額 ×   ７０％


            （第3級）災害保険金額 ×   ５０％ 





①１眼の視力を全く永久に失った


↓


第３級（50％）に該当





一生涯保障





（支払例）





▲


契約日





②両耳の聴力を全く永久に失った


↓


第２級（70％）に該当

















別途、災害死亡保険金（100%）を支払う





100%－50%＝50％を支払う





＜１＞会社等の福利厚生制度として活用することができ、経営者にとっては労災保険の補完、従業員にとっては退職金の準備などに備えることができます。





＜２＞日常生活で起きるケガや事故を保障します。�また、ＳＡＲＳ等の所定の感染症も保障します。





＜３＞業務上・業務外にかかわらず一生涯保障します。





＜４＞緊急資金が必要になったときは、保障にかえて解約返戻金を受け取ることもできます。








①１眼の視力を全く永久に失った   → 第３級（50％）で支払済


②両眼の視力を全く永久に失った   → 第１級（100％）に該当





上位の100％を支払う





（支払例：上位の割合とするケース）





＜両眼の視力を全く永久に失った場合＞








合計100％を支払う





（支払例：給付割合の合計とするケース）





＜１眼の視力を全く永久に失うとともに脊柱に著しい奇形が残った場合＞











100％超のため不払









































100%－50%＝50％を支払う





（支払例）


＜１眼の視力を全く永久に失い障害給付金が支払われ、その後にさらに１眼の視力を全く永久に失った場合＞











①両眼の視力を全く永久に失った	→ 第１級（100％）に該当


②１眼の視力を全く永久に失った	→ 第３級（50％）.に該当








70％





20％





50％





50％



































▲


障害給付金(支払割合が通算100％)の支払事由





▲


債権者等による


解約請求





⇒契約は消滅





１か月





▲


債権者等による


解約請求





▲


受取人が� 解約返戻金相当額を


債権者等に支払う等





⇒ 契約は継続








１か月





▲


債権者等による


解約請求





⇒ １か月後に契約は消滅





①１眼の視力を全く永久に失った	→ 第３級（50％）に該当


②脊柱に著しい奇形が残った     	→ 第３級（50％）に該当








（支払例）





＜１眼の視力を失い障害給付金が支払われ、その後、同一原因により死亡した場合＞











①１眼の視力を全く永久に失った	→ 第３級（50％）障害給付金を支払済


②その後別の事故により死亡    	→ 災害死亡保険金の支払事由に該当














災害死亡保険金





①１眼の視力を全く永久に失った	→ 第３級（50％）障害給付金を支払済


②その後同一原因により死亡     	→ 災害死亡保険金の支払事由に該当








（支払例）





＜１眼の視力を失い障害給付金が支払われ、その後、別の事故により死亡した場合＞











１か月





個人保険・商品解説書


長期傷害保険
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